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１．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農

山漁村の活性化に関する方針 

 

 十和田市は、総面積７２５．６ｋ㎡、東西約３９ｋｍ、南北約３１ｋｍ、青森県南東部の

中央に位置し、市の西部にある八甲田山系や十和田湖、奥入瀬渓流は十和田八幡平国立公園

に指定されている。また、奥入瀬川をはじめとする多くの河川や、奥入瀬川から取水した人

工河川「稲生川」が横断し太平洋へと流れている。 

 気候は、太平洋側に位置しているため、年間を通じて降水量が少なく比較的おだやかで、

冬季は晴天の日が多く平野部における積雪は少ないが、西部の山岳部は特別豪雪地帯にも

指定されている。また、６、７月には、ヤマセと呼ばれる冷たい東風が吹き、農作物に悪影

響を及ぼすことがある。さらに、当市西部の山岳部では、平均風速が７．０ｍ/ｓを超える

好風況地が存在している。 

 現在、当市の農業の特徴として米、野菜、畜産を組み合わせた複合型農業経営が挙げられ

るが、米価格の下落・米政策の改革に伴い、今後は転作田を活用した野菜等の生産拡大やブ

ランド力強化、新規作物の導入及び加工・販売への本格的な取組等により、農業所得の向上

を図ることが急務となっている。 

 以上のことから、当市の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気

の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針として、「風」という未利用地域資源を

再生可能エネルギー源として有効に活用し、経済的・社会的な利益や関係者の気運の高まり

に結びつけるとともに、これを継続させ、地域の農山漁村の活性化及び自立的発展を促進す

ることとする。 
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２．再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 

 

地区 区域の所在 面積 備考 

大中台 十和田市大字深持字深持山 ４００㎡ 風力発電施設 

〃 ４００㎡ 

〃 ４７６㎡ 附属設備 

 

３．２の区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模 

 

地区 発電設備の種類 発電設備の規模 備考 

大中台 風力発電 ４，０００ｋＷ ２基（２，０００ｋＷ） 

 

４．再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する

取組に関する事項 

 

 本項に関しては、その取組を行う原資とするため、発電事業者の協力により、売電収益の

中から一定程度の資金を拠出し、基金化する。その使途については、地域の農林漁業へ寄与

する事業等に活用することとする。 

 

５．自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の

促進に際し配慮すべき重要事項 

 

（１）自然環境の保全との調和 

 大中台地区においては、現在予定されている総出力が７，５００ｋＷ未満のため、環境影

響評価化法における環境アセスメントの対象事業に該当しない。しかし、発電設備等の整備

により、地域の植生、野生動物の生態、水質等の自然環境に影響を及ぼす可能性があること

から、必要に応じた影響の調査・検討等により、自然環境の保全に十分に配慮する。 

 

（２）景観の保全、歴史的風致の維持及び向上との調和 

 気候風土に適した形で農林漁業を営む中で、地域固有の個性ある美しい景観がつくられ

ていることから、これらの景観が損なわれることのないよう適切な配慮を行う。 
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６．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農

山漁村の活性化に関する目標及びその達成状況についての評価 

 

（１）目標 

 大中台地区において、今後２０年間で地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を行う

風力発電設備４，０００ｋＷ（２，０００ｋＷ×２基）の導入を目指す。現在予定されてい

る全ての発電設備が、本基本計画に基づく風力発電設備となっており、当市に設置される。 

 

（２）目標の達成状況についての評価 

 目標の達成度合いを確認するため、毎年度、設備整備事業者は、認定された設備整備計画

の実施状況を当協議会において報告することとする。また、当協議会において、設備整備計

画の進捗を協議し、目標が達成されない場合、達成に向けて必要な改善策を講じるものとす

る。 

さらに、今後の再生可能エネルギーの導入については、国や電力会社等の再生可能エネル

ギーの導入量に関する情報収集等に努め、関係機関と意見交換を行うこととする。 

 

７．再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域において整備する再生可能エネル

ギー発電設備の撤去及び原状回復 

 

 設備整備事業者は、再生可能エネルギーの発電事業終了後に、使用した発電設備を必ず撤

去しなければならない。また、使用した土地については、直ちに原状回復する義務を負い、

原状回復にかかる費用を全額負担することとする。 

 一方、設備整備計画の審査を行う際には、これらの事項に加え、土地の賃借期間の中途の

契約終了における違約金に関する事項が、土地賃借契約書内に記載されていることを確認

することとする。 
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８．その他農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に

関する事項 

 

（１）ホームページ等による周知 

 基本計画に基づく取組の促進や関係住民等の理解の醸成を図るため、ホームページによ

り広く周知する。 

 

（２）設備整備計画の認定 

 設備整備計画の審査を行う際には、内容が基本計画に適合するものであることに加え、必

要な資金の確保が見込まれること、設備整備計画が実施される見込みが確実であること、撤

去時の契約を確認することとする。また、設備整備計画の認定を行う際には、実施状況の報

告を行うこと、是正の指導に従うこと等の条件を付すこととする。 

 

（３）設備整備計画の認定の取り消し 

 設備整備計画の実施状況の報告の怠慢、当市の是正の指導に従わない場合においては、設

備整備計画の認定を取り消すこととする。 

 

（４）再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域の設定 

 再生可能エネルギー発電事業者の再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域が

競合した場合は、当該再生可能エネルギー発電事業者は誠意をもって協議し、解決したうえ

で、当協議会へ参加することとする。 

 

（５）区域外の関係者との連携 

 当市及び再生可能エネルギー発電事業者等の関係者は、区域外の関係者とも相互連携し、

優良事例等の情報共有を行いつつ、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネル

ギー発電に取り組む。 
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